
 

1 

 

 
農業委員会について 

（組織・機能） 
 

1．概要 
 
○ 農業委員会は、農業委員会等に関する法律（以下「農業委員会法」）に基づく行政委

員会として、原則として各市町村に設置。 

   （※）但し、農地が著しく小さい等の場合には設置しないことができる。また、農地面積が

著しく大きい等の場合には、同一市町村内に複数の農業委員会を設置することが可能。 
 
〇 全国１，７４３市区町村のうち、１，６９９市区町村で１，７１３の農業委員会が

設置されている。（平成 23年 10月 1日現在。農林水産省ＨＰより） 

 

 

２．構成 

〇農業委員会は、選挙委員と選任委員から構成される。 
 

・選挙委員：地元農業者（区域内に住所を有し、一定規模の農地で耕作を行う者及び

その親族、配偶者等）から公職選挙法に準じた選挙により選出される。 

      任期は３年。 

      定数は 40人を超えない範囲で、条例で定めることとされている。ただし、

選任委員より多い人数が必要。 
 
      （参考）現在の全国の選挙委員の内訳は以下のとおり。 

       専業農家：５４％  

第１種兼業農家：１４％     

第２種兼業農家：２９％  

農業生産法人の構成員：３％ 

（平成２３年１０月１日現在。農林水産省ＨＰより） 
 

・選任委員：農業団体（農協、農業共済組合及び土地改良区）がそれぞれ推薦する者

各１人及び市町村議会が推薦する学識経験者（４人以内）を市町村長が

選任。 

 

※なお、総会の準備や調査・資料収集等を行う事務局が農業委員会に設置されている。 

 

 ○（参考）平均的な農業委員会の姿（農林水産省 HPより） 

  ・農業委員数：２１名（うち選挙委員１６名、選任委員５名） 

  ・事務局職員：５名（市町村内部部局と兼任している職員が半数） 

  ・委員報酬 ：平均３万円／月 
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３．農業委員会の業務 

（１）農業委員会法（※）に基づく権限（※「農業委員会等に関する法律」を指す） 

  ：地域の農地や農業者等に関する広範な業務を担う。 
 

 ○農業委員会法 

（所掌事務） 

第６条 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項を処理する。 

一 農地法（昭和 27 年法律第 229 号）その他の法令によりその権限に属させた農地又は

採草放牧地（以下「農地等」という。）の利用関係の調整に関する事項並びに農業経営

基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）、特定農山村地域における農林業等の活性化

のための基盤整備の促進に関する法律（平成５年法律第 72 号）及び農山漁村の活性化

のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律（平成 19年法律第 48号）によりそ

の権限に属させた事項 

二 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）その他の法令によりその権限に属させた農地

等の交換分合及びこれに付随する事項 

三 前各号のほか、法令によりその権限に属させた事項 

２ 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。 

一 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項 

二 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項 

三 法人化その他農業経営の合理化に関する事項 

四 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究 

五 農業及び農民に関する情報提供 

３ 農業委員会は、前２項に規定する事務を行うほか、その区域内の農業及び農民に関する

事項について、意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申すること

ができる。 

４ 第２項の規定は、同項に掲げる事項に関する市町村長その他の市町村の執行機関の法令

（条例を含む。）の規定に基く権限の行使を妨げない。 

 

（２）具体的な業務内容：農業委員会の主な業務 

 （ ）内は１農業委員会当たりの年間処理件数（平成 22年度実績・農林水産省ＨＰより） 

① 農地の権利移動関係の業務 

 ・農地の売買・賃借の許可・届出（年間４４件） 

 ・農用地利用集積計画の決定（年間１９３件） 

 ・農地の賃貸借の解約の許可・届出（年間２４件） 
 

② 農地転用関係の業務 

・農地転用の知事許可関係業務（年間３８件） 

・農地転用の届出関係業務（年間３８件） 
 
③ 遊休農地に対する指導等 

  ・農地の利用状況調査（年１回以上） 

  ・遊休農地の所有者に対する指導（年間２０件） 

  ・農地の利用関係の斡旋（年間１４件） 

   

※この他にも、各法令に基づく業務のほか、予算事業の執行過程の業務等、多岐にわたる業務を

担っている。 


